
福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

 

令和６年１１月２７日  

 

                福岡県後期高齢者医療広域連合  

           

広域連合長   月  形  祐  二  

 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合条例第３号  

福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条  

例の一部を改正する条例  

 福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１

９年条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

第２６条を削り、第２７条を第２６条とし、第２８条を第２７条とし、第２９条を

第２８条とする。 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年１２月２日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令

和６年政令第２６０号）第１０条の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。  

 

 


